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平成１９年度 豊島区財政健全化審査意見について 

 
 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第３条第

１項の規定に基づいて審査に付された、平成１９年度豊島区財政健全化判断比率

について審査した結果、別紙のとおり意見を付します。 
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平成１９年度 豊島区財政健全化審査意見書 

 

第 1 審査の対象 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下「財政健全化法」と
いう。）第 2条第 1項第 1号から同条同項第 4号の規定に定める健全化判
断比率について、同法第 3 条第 1 項の規定に基づいて区長より審査に付
された次の健全化判断比率である。 
 
① 平成 19 年度実質赤字比率 
② 平成 19 年度連結実質赤字比率 
③ 平成 19 年度実質公債費比率 
④ 平成 19 年度将来負担比率 

   
（関係書類） 
① 平成 19 年度決算健全化判断比率等算定様式 
② 平成 19 年度決算算定基礎資料 

 
第２ 審査の期間 
（１） 平成20年8月１日から8月20日まで事務局による審査を実施した。 
（２）平成 20 年 8 月 21 日に監査委員による審査を実施した。 

 
第３ 審査の方法 

健全化判断比率審査は、区長から財政健全化法第 3 条第 1 項の規定に
基づき提出された平成19年度決算健全化判断比率等算定様式及び同年度
決算算定基礎資料について、記載された健全化判断比率が関係法令等の
規定に基づき適正に算定されているか及びその算定の基礎となる事項を
記載した書類が各会計歳入歳出決算書及び統計数値等に基づき適正に作
成されているかを主眼として実施した。 
 この健全化判断比率審査にあたっては、健全化判断比率の算定の検証
及び算定基礎資料の内容確認並びに関係部課から事情聴取等、必要な審
査手続きをもって実施した。 

 
第４ 審査の結果 
（１）健全化判断比率について 

審査に付された平成 19 年度決算健全化判断比率等算定様式について
は、平成 19 年度決算算定基礎資料等と照合した結果、表示された計数
に誤りがなく、かつ健全化判断比率が関係法令等に基づき適正に算定さ
れていることが認められた。   
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また、様式について、関係法令等に準拠し、適正に作成されているこ
とを確認した。 

 
（２）算定の基礎となる事項を記載した書類について 

平成 19 年度健全化判断比率の算定基礎資料については、各会計歳入
歳出決算書及び統計数値等の関係書類等により、適正に作成されてい
ることが認められた。 

 
（３）平成 19 年度健全化判断比率 

（単位：％） 

健全化判断比率 平成 19 年度 早期健全化基準 財政再生基準 

①実質赤字比率 ― １１．２５ ２０．００ 

②連結実質赤字比率 ― １６．２５ ４０．００ 

③実質公債費比率 １０．０ ２５．０ ３５．０ 

④将来負担比率  ８．９ ３５０．０  

  ※注 1 ①②は、実質収支が黒字のため「―」と表記した。 
注 2 基準比率は法令の定めによる。 

 
第５ 審査意見 

  （１）総括意見 
     平成 19 年度健全化判断比率については、平成 19 年度決算における

一般会計に従前居住者対策会計を加えた実質的な収支である実質赤字
比率及び一般会計に全ての特別会計を加えた連結実質赤字比率がいず
れも実質収支額が黒字であるため、当該赤字比率の値はなし（表記は
「―」）となった。 
また、義務的に支出しなければならない公債費や公債費に準じた経
費等の負担を示す実質公債費比率及び特別区債、公債に準ずる債務負
担行為及び退職手当負担等の将来の財政負担を示す将来負担比率はい
ずれも法令の早期健全化基準を大きく下回っている。 
これらのことから判断して、本区の財政は健全な状況にあると認め
られる。 

     なお、本年度から施行された財政健全化法に基づく健全化判断比率
については、本区財政の健全化の重要な指標として、他の地方自治体、
特に特別区の中での比較や、今後の景気動向等による歳入環境の変化
や区民需要及び施設改修等による財政需要の動向等による変動を勘案
しながら有効に活用することで、より一層の健全で安定した財政運営
の実現に向けて、必要な行財政改革を進められたい。 

     また、今後、区長は、健全化判断比率について、法に基づき毎年度、
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公表を義務付けられることになるが、本年度が初めての公表となるこ
とから、公表にあたっては、財政健全化法の趣旨及び健全化判断比率
の意義や当該比率による財政状況の評価等が区民に十分理解され、区
民が区の財政運営の良否を判断できる指標となるよう、わかりやすい
広報に努められたい。 
 

（２）個別意見 
① 実質赤字比率について 
平成１９年度の実質赤字比率は、一般会計に従前居住者対策会計を

加えた実質収支額が 3,189,220 千円の黒字であるため、当該赤字比率
の値はなし（表記は「―」）となる。早期健全化基準の１１.２５％と
比較すると、これを大きく下回っており、適正な水準である。 

 
    ② 連結実質赤字比率について 
      平成１９年度の連結実質赤字比率は，一般会計及び全ての特別会

計の実質収支の合計額が 6,226,499 千円の黒字であるため、当該比率
の値はなし（表記は「―」）となる。早期健全化基準の１６.２５％と
比較すると、これを大きく下回っており、適正な水準である。 

     
③ 実質公債費比率について 
平成１９年度の実質公債費比率（平成 17・18・19 年度の 3 年間平
均）は、１０.０％である。早期健全化基準の２５.０％と比較すると、
これを下回っており、概ね適正な水準にある。 

      なお、このように法令による基準を下回ってはいるものの、今後
公表される特別区の中での比較等を踏まえて、さらに比率の改善に
努められたい。 

 
④ 将来負担比率について 
平成１９年度の将来負担比率は、将来負担額と充当可能財源等額と

の差額（実質的な将来負担額）が 5,836,653 千円で、標準財政規模を
基本とする額に対する割合が８.９％となる。早期健全化基準の 
３５０.０％と比較すると、これを大きく下回っており、適正な水準
にある。 
なお、このように法令による基準を下回ってはいるものの、今後公

表される特別区の中での比較等を踏まえて、さらに比率の改善に努め
られたい。 

 
 （３）是正改善を要する事項 
    特に指摘すべき事項はない。 


